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2018 年 2月，ある路線バス事業者が，黒字路線への競合他社の参入によって路線間内部補助により維持

している赤字路線の運営が困難になる，として 31 路線の撤退を申請した．これは「国民が日常生活に必

要不可欠な移動を円滑にできるようにするため，交通手段の確保その他必要な施策を講ずる」と定めた国

の責務が果たされていないという問題提起と言える．谷本・喜多(2004)は自治体同士が提携を組むことを

間事業者による都市部黒字路線への参入可能性については考慮していない．そこで，本研究では自治体と

事業者が協力することを含めてモデルを拡張し，地方路線バスサービスを維持可能な形で提供しうる運営

スキームを見出す方法を提案した．  
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1. はじめに 

 

2018年 2月に岡山県内の複数自治体において路線を持

つ両備グループが，赤字経営が続く路線を中心に 31 路

線の撤退を申請した 1）．この背景には，両備グループ

が有する岡山市内の黒字路線に競合他社である八晃運輸

が新規路線の開設を申請し認可されたことがある．｢両

備バスは 3割の黒字路線で 7割の赤字路線を、岡電バス

では 4 割の黒字路線で 6 割の赤字路線を支えている｣両

備グループにとって全体の運営を困難にする危機的な事

態であり，八晃運輸の行為は黒字路線を狙い打ちするい

わゆるクリームスキミングであるというのが両備グルー

プの主張である 3) ．一方，八晃運輸は，3月 2日付の声

明で，運賃設定は「格段割安でもなく、不当な競争を引

き起こす恐れはないと判断され、認可された」と述べる

とともに，両備グループの路線において路線間内部補助

がなされており，「黒字路線で赤字路線をカバーする事

態が行き過ぎれば、黒字路線の利用客は、自由競争が行

われていない条件下では、不当に高い運賃を負担する事

態に陥る」との見解を示している 4)． 

国土交通省は，平成 24年 7月 31日付の通達 5)で定め

たクリームスキミングの要件（1 日のオフピーク時間帯

の運行回数に対する全てのピーク時間帯の運行回数をの

比率のみ）に基づき届出を受理したものであるが，これ

に対し両備グループは，地域公共交通の健全な発達を阻

害する結果を生じるような競争を惹起させないという観

点から不十分なものであるとしている 6)． 

｢地域の足の確保｣という観点から両備グループの主張

は理解できるものであるが，｢内部補助による黒字路線

利用者が不当に高い負担を強いられている｣という八晃

運輸の見解にも一理ある．問題は，過大な内部補助に頼

ることなく地域の足を確保しうる適切なしくみが見当た

らないことである．「国民が日常生活および社会生活を

営むにあたって必要不可欠な移動を円滑にできるように

するため，交通手段の確保その他必要な施策を講ずる」

と定めた国の責務が果たされていないという問題提起と

言える．その後さまざまな動きが見られるが，地域住民

に対し必要なサービスを安定的に確保するしくみは現時

点では確立されていると言い難く，今後も上記と同様の

事態が生起する可能性が否定できない． 

そこで本研究では，そのひとつの形として，自治体と

事業者が協力することにより地方路線バスサービスを維

持可能な形で提供しうる運営スキームを見出す方法を提

案する．  

以下，第 2章では各国における公共交通サービスの現

状を概観し，モデル構築の方針を得る．第 3章では，先
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に提案した複数自治体で広域路線バスを共同運行する際

の費用負担額算定モデルを拡張し，民間事業者との連携

をも考慮できるようにする．第 4章では，構築したモデ

ルを用いた数値分析を行い，提案した枠組みの有用性を

確認する．第 5章では，本研究で得られた成果をまとめ

るとともに，今後の課題を明らかにする． 

 

２. 公共交通サービスの提供スキーム 

 

(1) 公共交通サービスの提供スキームの概要 

わが国の路線バスサービスは，伝統的に民間事業者が

担っており，路線バス事業がうまみの大きいビジネスで

あった時代の民間事業者主体の意識が色濃く残っている．

一方，海外に目を向けると，自治体のレベルや形態はそ

れぞれ異なるものの，フランス，ドイツ，オランダ，ス

ウェーデン，米国など多くの国では，国あるいは地方政

府が責務として一元的に管轄している 2)．わが国は，公

共交通サービスの多くを民間事業者に委ねている，とい

う意味で特殊な国であるが，それに加え，いくつかの特

徴を有している． 

1 点目は，民と官が混在して同一のサービスを異なる

目的関数（利潤最大化，社会的厚生最大化）の下で提供

していることである．２点目は，都市部と地方部で路線

バス事業の採算性が大きく異なり，コミュニティバスを

含む路線バス事業に対する自治体の意識に大きな差があ

ること，３点目は，都市を中心とする交通圏が周辺の複

数の自治体を含んでいることが多いにもかかわらず，自

治体ごとに計画が策定されていることが多いことである．  

このような状況下で，ひとつの交通圏を構成する複数

の自治体で広域的な観点から公共交通サービスを維持可

能な形で提供するための計画・分析フレームの役割が大

きいが，それに応える道具立てはどの程度準備されてい

るのであろうか．  

 

(2) 既往研究 

地域の路線バス事業を対象に，運賃と便数の最適な組

み合わせ等を見出す研究 Hensher and Houghton7)や，イン

セティブ契約による運営権入札制度の導入やリスク分担

の適正化に関する研究*～*)など，理論研究に関しては

比較的多くの蓄積がある．また，サービス提供の維持可

能性については公共財の自発的供給の観点からの分析
8),9)がなされており，サービス提供の効率性の観点に立っ

た生産性分析 10)や費用構造分析 11), 12)も行われている． 

地域公共交通計画の策定手法として，包や括的な計画

方法論として先導的な役割を果たした DfT(英国交通

省)13)，MVR（蘭国交通水理省）14)，移動ニーズをアンケ

ートやヒアリングにより把握して計画を策定し，バス利

用者数や満足度等で評価する手法をまとめた国土交通省

15),，“受益と負担の組み合わせを地域社会が選択する”

という考え方に基づく計画法を提唱した国際交通安全学

会 16)，必ずしも交通の専門家でない自治体職員でも効率

的・効果的に公共交通計画を策定できるようGISを用い

た計画支援ツールを開発した森山ら 17)，住民が参加して

公共交通計画を行うワークショップ等を想定し，計画路

線を変更し，議論を行うためのシステムを構築した小山

ら 18) がある．また，活動機会に着目した地域公共交通

計画の方法論や支援手法として，喜多ら 19)は活動機会の

集合を潜在能力と位置付け，その潜在能力から公共交通

サービスを評価する理論モデルを構築している． 

しかし，自治体や事業者間の連携に着目してサービス

提供の可能性を高めるというアプローチは著者の知る限

り見当たらない． 

 そこで，谷本・喜多 6) では自治体同士が提携を組むこ

とを協力ゲーム的状況と考え，協力ゲーム理論を用いて

補助金負担方式を決定する方法を先に提案した．地方部

2地域と都市部 1地域からなる 3地域における広域路線

を考え，地域同士が提携を組んでバスを運行し，各提携

下で社会的便益が最大となるバスの便数とその際の補助

金負担額をいくつかの配賦方式の下で求め，提携下にお

ける社会的便益が単独運営下の社会的便益を上回る条件

を見出すというものである．しかし民間事業者による都

市部黒字路線への参入可能性とそれが提携の維持可能性

に及ぼす影響については考慮していない． 

 

(3) 本研究のアプローチ 

以上を踏まえ，本研究では，都市部と地方部の自治体

が提携し共同でバスを運行し，密度の経済，距離の経済，

規模の経済などを享受することにより負担を軽減するス

キームを構築することが有用であると考える．これが提

案する方法の基本的考え方となる．しかしこのスキーム

の成立可能性は関係する自治体すべてが共同運行のメリ

ットを享受しうるか否かに依存する．そこで，次章では，

関係する自治体すべてが共同運行のメリットを享受しう

る条件を見出すためのモデルを谷本・喜多 6)のモデルを

拡張することにより構築する． 

 

３. モデル 

 

(1) 条件設定 

以下では地域 1（地方自治体）と地域 2（都市部）を

結ぶ広域の路線を対象とする．運営形態に考えられる提

携に単独提携，2地域間提携の 3種類を図 2に示す．地

域 1の住民は地点 C~D間と Aの間を移動，地域 2の住

民は A~B 間と Aの間を移動し，単独提携下では自地域

の住民のみを排他的に輸送するものとする． 
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図-2 提携の組み方 

 

(3) モデル 

本研究では地方路線バスの維持可能性に加えて，黒字

路線への参入に対抗しうるか，という点をも確かめるた

めに，都市部において利潤最大化のみを追求する民間事

業者の存在を考慮に入れて検討する．具体的には，以下

の 2つの条件が同時に成立する状況が存在するか否かに

ついて分析を行う． 

【条件 1】単独で運行するよりも提携を組んだ方が都市

部，地方部ともに社会的便益が高くなる負担配賦方法が

あること． 

これは次式で表される． 
 

 
(1) 

 (2) 
 

S：提携 S={1,2,12} 

：提携 S 下での全地域の社会的便益の合計 

：提携 S 下での地域 kの社会的便益． 

【条件 2】クリームスキミングに対向しうるために，提

携を組んで運行した方が都市部における利潤が大きくな

る負担方法があること． 

これは次式で表される． 
 

 
(3) 

 
(4) 

 

：提携 S 下での提携内における全地域の利

潤の合計 

：提携 S下での地域 kにおける利潤 
 

社会的便益= と利潤 はそれぞれ次式で与え

られる． 
 

 

 

(5) 

 
(6) 

 :  便数 のときの消費者余剰 

 :  便数 事業者の収入 

 :  便数 運行費用 
 

また，地域 k における消費者余剰 ，収入 ，運行費

用 は次式で与えられるとする． 
 

 

(7) 

 (8) 

 

 

(9) 

p :  キロ当たりのバス運賃(円/km) 

w :  :時間価値(円/km) 

s :  バスの表定速度(km/時間) 

 :  地域 kにおける潜在利用者数 

 : バス便数が N 便のときの乗り継

ぎや待ち時間などによる負担を

考えた調整費用(円) 

 : パラメータ 

 : 路線 の長さ(km)  

 

 

提携下における固定費用の負担配賦方式には種々のも

のがあるが 6)，ここでは次式で示す走行キロ比に基づく

方式とする． 
 

 
(10) 

 
(11) 

 地域 1の負担分 

 地域 2の負担分 

 

４. 数値分析 

 

(1) 設定条件 

提案した方法の有用性を確かめるために数値分析を行

う．今回は岡山県下のある路線を念頭において表-1 に

示す条件を設定し，２地域間での共同運行について

3.(3)で示した【条件 1】と【条件２】が成立するか否か

を確認する． 

 

表-1 数値分析の設定条件 

 

 

2 地域での共同運行であるため，考えられる提携は地

域 1，地域 2 のそれぞれの単独提携と地域 1,2 による 2
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地域間提携となる． 各提携の模式図とその下での便数

および社会的便益を表-2に示す 

 

表-2 各提携のもとでのバス路線ネットワークと社会的便益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 分析結果 

得られた結果を表-3に示す．上部が社会的便益の最大

化を考えた場合，下部が都市部のみ利潤最大化を考えた

場合（都市部の消費者余剰を無視した場合）の結果を示

している． 

まず，両地域の社会的便益最大化を考えた場合，社会

的便益の項を見ると，地方部，都市部どちらにおいても，

単独の場合よりも提携を組む場合において値が大きくな

っていることがわかる．すなわち， 

 

表-3 数値分析の結果（走行キロ比に基づく費用配賦の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，都市部の利潤最大化を考えた場合も，提携を組

んだときのほうが単独で運行する場合よりも利潤が大き

くなることが次式から理解される． 
 

 
(13) 

 
(14) 

 

(2) 分析結果 

単独でバスの運行を行うよりも提携を組んだ方が地方

部，都市部の両方にとって社会的便益が上がるという結

果が出ており，少なくとも今回設定した条件の下では，

広域路線での共同補助を行うことが地方路線を維持する

ことができる可能性があることが示唆された．また，都

市部におけるバス事業者の収入で比較すると，単独で運

行を行うよりも提携で運行を行った方が高い値になるこ

とが示された．これは，広域路線による共同補助はクリ

ームスキミングにも対抗しうる条件設定が存在すること

を示している． 

 

５. おわりに 

 

本研究では，地域住民の足を守るべく，クリームスキ

ミングにも対抗しうる公共交通サービスの枠組みの構築

を行った．その方法として，広域路線における関係自治

体が連携し，地方部路線が都市部路線と手を組むことに

よる路線維持の可能性を探るための分析モデルを提案し

た．数値分析を通して，(1) 都市部と地方部にまたがる

広域の路線において共同補助を行うことで，どちらの自

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 
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治体にとっても社会的便益が大きくなる負担方式が存在

すること，(2) 都市部における利潤最大化を考えた場合

でも，単独ではなく地方部と提携を組む方が事業者にと

っての利潤が大きくなる条件がある，などを確認し，限

定的な条件下ではあるが自治体と事業者が協力して運営

するスキームが地方路線バスサービスを維持する一つの

方法となり得ることがわかった． 

しかし，提案したモデルは現実を極めて単純化したも

のであり，本論文で得られた知見は必ずしも一般性を持

つとは言い切れない．また，運賃設定方式など，本来は

政策変数として扱うべきものも所与として分析したもの

がある．現実のネットワークを単純化する方法や運賃体

系が変わる場合を明示的に考慮した検討は今後の課題と

したい． 
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A MODEL ANALYSIS ON THE SCHEME OF PROVIDING BUS SERVICES 

IN SURBURBAN AREAS 

 

Eri OTAKA and Hideyuki KITA 

 

In February 2018, a bus company in Okayama, Japan applied for the withdrawal of 31 routes because it was difficult to 

maintain the unprofitable routes by inter-route cross subsidy due to competitors entering the profitable routes. This can be said to 

raise the problem that the national responsibilities defined as "to secure the means of transportation and other necessary 

measures are provided so that the residents can smoothly move indispensable to daily life" have not been fulfilled. Tanimoto 

and Kita (2004) consider the partnership between local governments as a cooperative game situation, and propose a method to 

find the side payment scheme using cooperative game theory. However, it does not consider the possibility of private businesses 

entering the urban surplus routes. This study proposes a method to extend the model including cooperation between local gov-

ernments and business operators and to find a management scheme that can provide local bus service in a sustainable manner 
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